
鳥取大学工学部育英基金給付要項 
  

平成 28 年 3 月 23 日 
工学部創立 50 周年記念事業委員会承認 

工学研究科長裁定 
   

1．目的 
工学部創立 50 周年記念事業委員会から付託された財産を基に「工学部育英基金」を設け、 工

学部、大学院持続性社会創生科学研究科工学専攻及び大学院工学研究科（以下「本学部等」）に
在籍する学生に対し教育研究活動等の経費への支援として奨学金を給付することにより、優秀な
人材育成の支援と本学部等における教育の振興を図り、もって地域との連携を推進することを目
的とする。 
なお、上記の目的を達成するため、工学部後援会から付託される財産も「工学部育英基金」と

して給付する。 
2．財源 

工学部育英基金の財源は、工学部創立 50 周年記念事業委員会及び工学部後援会から付託され
た財産とする。 

3．給付の対象者 
工学部育英基金による奨学金（以下「奨学金」という。）の給付の対象者は、本学部等に在籍

する学生とする。 
4．給付目的、内容及び手続 
  奨学金の給付内容及び手続は、次の各号に定める目的毎に、当該各号に掲げるとおりとする。 
（1）大学院工学研究科博士後期課程に入学した学生（国費留学生を除く。）の入学料及び授業料

に要する経費の支援 
ア 入学した学生に対し、就学スタートアップ支援奨学金として、一人当たり 15 万円を１回
に限り給付する。 
イ 給付を希望する学生は、工学部育英基金（就学スタートアップ支援金）給付申請書（様
式 1）を主指導教員の所属する講座を代表する副専攻長（以下「副専攻長」という。）へ提
出し承認を得て、工学部長に申請すること。 

（2）本学部等の許可を得て行う海外留学（休学して行う海外留学を含む。）の渡航費用等に要す
る経費の支援 
ア 本学部等の許可を得て行う海外留学（休学して行う海外留学を含む。）の渡航費用等で下
記のすべての条件を満たした場合に給付する。ただし、休学により海外留学した者は、帰
国後の単位の認定を必要としないものとする。 
・研修期間が 8 日以上 
・国際実践科目、学外実習（インターンシップ）等として、帰国後に単位が認定された
者 

イ 給付額については、別表 1の指定都市及び甲地方は 1 回あたり 8 万円、乙地方及び丙地
方は 1 回当たり 4 万 5 千円とし、研修期間が 30 日以上の場合は、当該給付額に 4 万円を
加えた額とする。 



ウ 給付金は、日本学生支援機構が行う海外留学支援制度（短期留学型）、他の海外留学支援
金を受給した者であっても給付する。 
エ 給付を希望する学生は、帰国後に工学部育英基金（海外留学支援金）給付申請書（様式
2）を学科長、コース主任又は副専攻長へ提出し承認を得て、工学部長に申請するものとす
る。 

（3）海外留学のための語学力向上及び語学の習熟度認定に要する経費の支援  
ア TOEIC テストでスコアが 650 点以上である学生に対し、語学力向上にかかる TOEFLテ
スト又は IELTS テストに要する経費について、その実費を給付する。 
イ 給付金は、年間 1人当たり 3 回まで給付することができる。 
ウ 給付を希望する学生は、TOEFL テスト又は IELTS テスト受験後に工学部育英基金
（語学力向上支援金）給付申請書（様式 3）を学科長、コース主任又は副専攻長へ提出し
承認を得て、工学部長に申請するものとする。 

（4）その他工学部長が必要と認めた支援  
5．選考 

次に定める選考委員会を置き、奨学金の受給者を選考する。 
（1）選考委員会は、次の委員をもって組織する。 

・工学部長 
・工学部副学部長 3 名 
・工学部事務長 

（2）選考委員会に委員長を置き、工学部長をもって充てる。 
（3）選考委員会は、奨学金の申請内容等について審査を行い、受給者を決定する。 

6．給付時期及び給付方法 
給付時期は、原則 4 半期毎とし、給付は、当該受給者名義の口座振込みによって行う。 

7．給付金額 
年間に給付する奨学金の総金額は、550 万円程度を上限とする。 

8．事務 
奨学金及び選考委員会に関する事務は、工学部事務部において処理する。 

9．その他 
この要項に定めるもののほか奨学金の給付に関し必要な事項は、工学部長が定める。 

  
附 則 

この要項は、平成 28年 4月 1日から施行し、4．(1) 大学院工学研究科博士後期課程に入学し
た学生の入学料及び授業料に要する経費の支援については、平成 27 年 4月 1日から適用する。 

附 則 
この要項は、平成 28年 7月 1日から施行する。 

附 則 
この要項は、平成 29 年 9月 15 日から施行する。 

     附 則 
この要項は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

     附 則 



この要項は、平成 31年 1月 1日から施行し、4．(2) 本学部等の許可を得て行う海学の渡航費
用等に要する経費の支援については、平成 29年 9月 1日から適用する。 
     附 則（令和 2年 2 月 17 日） 
この要項は、令和 2 年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和４年１月３１日） 
この要項は、令和 4 年 4月 1日から施行する。 
 
 
 

  



（様式 1） 
 

工学部育英基金（就学スタートアップ支援金）給付申請書 
 

 
年   月   日 

  工 学 部 長    殿 
 

下記のとおり就学スタートアップ支援金の給付を受けたいので申請します。 
 

専 攻 名  学生番号  

フリガナ  

氏  名 
 

                             
 
現 住 所 

 

〒            電話番号     （     ） 

 
上記学生を就学スタートアップ支援金の受給対象者として認めます。 

 
    年   月   日 
 
  工 学 部 長    殿           
 

 講座名                          
                                               副専攻長                           
 

 
  



（様式 2） 
 

工学部育英基金（海外留学支援金）給付申請書 
 

年  月  日 
工 学 部 長 殿 

 
下記のとおり海外留学支援金の給付を受けたいので申請します。 

 

学科名・専攻名  学生番号  

フリガナ  

氏  名                               

現 住 所 
 〒        電話番号     （   ） 
 

 

渡 航 先  研修期間 年 月 日～   年 月 日 

※「研修期間」は研修開始日と研修終了日を記載すること。（移動日は含まない。） 

事 業 名  

報 告 内 容 
 

 

 
 
 

 

 
 

添付資料（どちらか一方に○） 
・パスポート（ビザ証部分）のコピー 
・航空チケット版権のコピー 

上記学生は、国際実践科目、又は学外実習（インターンシップ）等として海外留学して帰国
し、単位が認定された給付対象者（休学により海外留学した者は、帰国後の単位の認定は必要
ありません。）として認めます。 
    年  月  日 
 工 学 部 長 殿 

学科名・コース名・講座名              
学科長・コース主任・副専攻長             

  



（様式 3） 
 

工学部育英基金（語学力向上支援金）給付申請書 
 

年  月  日 
工 学 部 長 殿 

 
下記のとおり語学力向上支援金の給付を受けたいので申請します。 

 

学科名・専攻名  学生番号  

フリガナ  

氏  名                               

現 住 所 
 〒        電話番号     （   ） 
 

 
受 験 地  受 験 日     年  月  日 
語学力向上支援金 
（どちらか一方に○） 

  ・TOEFL テスト 
  ・IELTSテスト 

給付回数 回目 1 人当たり年間 3回まで給付する。 

※給付を申請する場合は、TOEICテストスコア（650 点以上）が必要です。 

添付資料 

・TOEFLテスト、又は IELTS テストの受験料を支払ったクレジットカード等の
利用代金明細書（原本又はコピー、WEB 明細の場合は画面コピー） 

・TOEFLテスト、又は IELTS テストの公式サイトの申込内容画面コピー 
・受験した TOEFLスコア又は IELTS スコア（公式サイトのスコア画面コピー） 

 上記学生は、語学力向上のため TOEFL テスト/IELTSテストを受験した給付対象者として
認めます。 
    年  月  日 
 工 学 部 長 殿 

学科名・コース名・講座名               
学科長・コース主任・副専攻長              

 
 
※ （別表 1）は（略） 


